
 

  

浜松市終身賃貸事業に係る事務取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この取扱要領は、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号。以

下「法」という。）第５章に規定される終身賃貸事業の認可にあたり、円滑な事務の実施を図る

ため、必要な事項を定めるものとする。 

 

（事業認可申請） 

第２条 終身賃貸事業の認可を受けようとする者は、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行

規則（平成１３年度国土交通省令第１１５号。以下「規則」という。）第３２条第１項に規定す

る申請書（別記様式第１号）（以下「申請書」という。）に、規則第３２条第２項に掲げる書類

（以下「申請書類」という。）を添付し、市長に提出するものとする。 

２ 市長は、申請書の提出があったときは、法第５４条第１項各号に規定する認可基準（以下「認

可基準」という。）のほか、関係法令などに留意し、審査を行う。なお、審査にあたり必要に応

じて関係課に照会を行う。 

３ 前項の審査は、申請書を受理した日から３０日以内に行うものとする。 

４ 第２項の審査の結果、申請書に記載された事業が認可基準に適合していると認められる場合、

市長は法第５４条の規定に基づき認可するとともに、法第５５条の規定に基づき終身賃貸事業

認可通知書（第１号様式）を申請者に通知する。 

５ 第２項の審査の結果、申請書に記載された事業が認可基準に適合していると認められない場

合には、その旨理由を付して終身賃貸事業不認可通知書（第２号様式）により申請者に通知す

るものとする。 

 

（関係法令等の遵守） 

第３条 第２条第４項の認可を受けた者（以下、「認可事業者」という。）は、終身賃貸事業を運

営するにあたり、関係法令等を遵守しなければならない。 

 

（認可事業等の変更） 

第４条 認可事業者は、第２条４項の認可を受けた事業の変更をしようとするときは、あらかじ

め、終身賃貸事業変更認可申請書（第３号様式）（以下「変更申請書」という。）に、規則第３

２条第２項に掲げる書類であって当該変更に係るものを添付して、市長に提出しなければなら

ない。  

２ 第２条の規定は、前項の場合について準用する。なお、変更申請書の内容について認可する場

合は、終身賃貸事業変更認可通知書（第４号様式）により申請者に通知する。 

 

（軽微な変更）  

第５条 認可事業者は、規則第３６条に規定する軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ、

事業の軽微な変更届出書（第５号様式）に規則第３２条第２項に掲げる書類であって当該軽微



 

な変更に係るものを添付して、市長に届け出るものとする。  

 

（賃貸住宅の届出） 

第６条 認可事業者は、法第５７条第２項の規定による終身賃貸事業における終身建物賃貸借を

するときは、あらかじめ、終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書（別記様式第二号）に次に掲げ

る書類（以下「申請書類」という。）を添付し、市長に届け出なければならない。 

 (1) 当該届出をしようとする認可事業者が当該届出に係る賃貸住宅の整備（既存住宅その他の 

建物の改良によるものを除く。）をしようとする場合にあっては、縮尺、方位、間取り、 

各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 

 (2) 前号に規定する場合以外の場合にあっては、賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間 

取図 

(3) その他市長が必要と認める書類 

2 前項の届出書の提出部数は、正本１部及び副本２部とする。 

 

（届出事項の変更の届出） 

第７条 認可事業者は、法第５７条第２項に掲げる事項を変更するときは、あらかじめ、次に掲 

げる事項を記載した終身建物賃貸借に係る賃貸住宅変更届出書（６号様式）により市長に届け 

出なくてはならない。 

 (1) 認可番号 

 (2) 変更の内容 

 (3) 変更予定年月日 

 

（認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申入れ）  

第８条 終身建物賃貸借の解約の申入れをしようとする認可事業者は、あらかじめ、終身建物賃貸

借解約の申入れ承認申請書（第７号様式）（以下「解約の申入れ承認申請書」という。）を市長

に提出し、市長の承認を受けなければならない。 

２ 認可事業者は、解約申入れを受ける賃借人に対して説明を行うなど、十分な配慮をしなけれ

ばならない。  

３ 市長は、第１項の解約の申入れ承認申請書の提出があったときは、法第５９条第１項各号の

ほか、前項に留意し、審査を行う。  

４ 審査の結果、解約の申入れ承認申請書に記載された事項が法第５９条第１項各号いずれかへ

の適合が認められる場合、市長は、同条の承認をするとともに、終身建物賃貸借解約の申入れ

承認通知書（第８号様式）により、その旨を申請者に通知するものとする。 

５ 審査の結果、第１項の解約の申入れが承認できないと認められる場合、市長は、その旨理由

を付して終身建物賃貸借解約の申入れ不承認通知書（第９号様式）により申請者に通知するも

のとする。 

 

（地位の承継） 

第９条 法第６８条第１項の規定により認可事業者の地位を承継した者は、同条第２項の規定に



 

基づき、遅滞なく、終身賃貸事業地位の承継届出書（第１０号様式）により市長に届け出なけ

ればならない。 

 

２ 法第６８条第３項の規定により認可事業者の地位の承継を受けようとする者は、終身賃貸事

業地位の承継承認申請書（第１１号様式）に権限を取得したことを証する書類の写しを添付し、

市長に提出しなければならない。 

 

３ 市長は、前項の申請を受けた場合はその内容を審査し、承継が適正と認めたときは、終身賃

貸事業地位の承継承認通知書（第１２号様式）により申請者に通知するものとする。 

 

４ 市長は、前項の審査の結果、終身賃貸事業地位の承継承認申請書に記載された承継が適正と

認められない場合には、その旨理由を付して終身賃貸事業地位の承継不承認通知書（第１３号

様式）により申請書に通知するものとする。 

 

（改善命令）  

第１０条 市長は、認可事業者が法第５４条各号及び法第５７条第１項各号に掲げる基準に適合

して終身賃貸事業を行っていないと認めるときは、法第６９条の規定に基づき、当該事業者に

対し、終身賃貸事業改善命令書（第１４号様式）により改善に必要な措置をとるべきことを命

ずることができる。  

２ 市長は、前項の改善命令に先立ち改善の勧告を行う必要があると認める場合は、終身賃貸事

業改善勧告書（第１５号様式）により認可事業者に勧告することができる。 

 

（事業認可の取消し） 

第１１条 市長は、法第７０条第１項各号の規定により事業認可の取消しをしたときは、終身賃

貸事業認可取消通知書（第１６号様式）により、その旨を当該認可事業者であった者に通知す

るものとする。 

 

（事業の廃止） 

第１２条 認可事業者は、法第７１条第１項の規定に基づき、認可を受けた事業の廃止をしよう

とするときは、終身賃貸事業廃止届出書（第１７号様式）により、市長に届け出なければなら

ない。 

２ 事業の認可は、前項の規定による届出があった日から将来に向かってその効力を失う。  

 

附 則 

 この取扱要領は、平成３０年１２月６日から施行する。 

附 則 

 この取扱要領は、令和３年１月１日から施行する。 

附 則 

 この取扱要領は、令和７年１０月１日から施行する。 


